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虹の台住宅地の概要について 

 

１ 所在地      須賀川市虹の台地内 

２ 開発面積     ８ｈａ 

３ 区画数      第１期分  ５０区画 

４ 区画面積     291.92㎡（８８．３１坪）～709.79㎡（２１４．７１坪） 

           平均 366.41㎡（１１０．８４坪） 

５ 販売価格     7,534,476円～14,692,653円  平均 9,300,000円 

           ※令和５年６月１日価格改定  平均 4,470,000円 

６ 公共施設     幹線道路（ｼﾝﾎﾞﾙﾛｰﾄﾞ）幅員１９．５ｍ、区画道路幅員６ｍ、 

公園（けやき広場･いやしの丘、ｾﾝﾀｰﾊﾟｰｸ）２ヶ所、緑地 

７ 電気の供給    東北電力 

８ 上・下水道    須賀川市上水道 全区画給水管（φ20ｍｍ）宅内引込済み 

           特定環境保全公共下水道 汚水ます宅内引込済み 

９ ガスの供給    個別のプロパンガス 

10 テレビ      テレビ共同受信施設組合 

11 都市計画等    都市計画区域外  

 須賀川市虹の台住宅地街なみ協定（建ペイ率50％、容積率 

100％） 

12 生活環境      

市立大森小学校・・・３ｋｍ     市立大東小学校・中学校・・・・・・５ｋｍ 

市立大東幼稚園・・・６ｋｍ     大東市民サービスセンター・大東公民館・・６ｋｍ 

須賀川市役所・・・・１１ｋｍ    ふくしま森の科学体験センター・・・隣接 

公立岩瀬病院・・・・１２ｋｍ    国立福島病院・・・・・・・・・・・１１ｋｍ 

   福島空港・・・・・・７ｋｍ 

  あぶくま高原道路「福島空港Ｉ．Ｃ」・・・９ｋｍ 

東北縦貫自動車道「須賀川Ｉ．Ｃ」・・・１３ｋｍ 

   東北本線「須賀川駅」（須賀川市コミュニティプラザ）・・１２ｋｍ 

   水郡線「川東駅」・・・６ｋｍ 

13 その他       

   農地法第５条第１項の規定に基づく許可 

  許可：平成10年3月１6日  農林水産省指令10北政第140号         

   林地開発行為の連絡調整  回答：平成10年3月16日  ９森土第４５４号 

１ 



分 譲 手 続 き フ ロー 

 

重要事項説明 宅地の内容、用途、インフラ状況、周辺環境、分譲手続等説明 

   ↓ 

申込書提出 

申込書確認・申込金の納入通知書交付 

『必要書類』 

所得証明書か源泉徴収票の写し、運転免許証か健康保険証の写し 

   ↓＜申込のあった月末＞ 

申込金納入 申込金１０万円（契約保証金へ充当）→購入決定通知書交付 

   ↓ 

契約説明会 

重要事項の確認、契約書・税金・登記等の説明、契約書作成、 

契約保証金の納入通知書交付 

『必要書類』 

住民票抄（謄）本、印鑑登録証明書、印鑑（実印）、申込金の領収

証書、収入印紙 

   ↓＜契約説明会後１ヶ月以内＞ 

契約保証金納入 契約金額の１０％（申込金１０万円を差し引いた金額） 

   ↓ 

契約締結 契約書引渡し・残金の納入通知書交付 

   ↓＜契約締結後原則２ヶ月以内＞ 

残金納入 契約金額の９０％ 

   ↓＜残金の納入確認＞ 

所有権移転 建築届出後に建築着工可能・所有権移転登記の案内 

   ↓ 

所有権移転登記 登記料振込み後に手続き開始 

   ↓ 

権利証引渡し 登記済権利証引渡し→受領書提出 

２ 

 



  募集の条件及び手続きについて 

 

【募集の概要】 

◆ 募集区画数 

募集区画は５０区画です。 

 

◆ 申し込み資格 

１ 日本国籍を有する方。（外国人にあっては永住許可を受けた方。） 

２ 住宅、店舗若しくは店舗兼併用住宅用地等（第二種低層住居専用地域の用途制限に

準ずる。）として宅地が必要な方。 

３ 定められた期日までに売買代金の全額を納入できる方。 

４ 融資等を受けて購入する方については、確実な融資及び返済計画のある方。 

 

【申し込み方法】 

 指定の「分譲申込書」に必要事項を記入し、氏名を自署するか記名※の場合は、押印

の上、本人が申し込んでください。申込書には市町村が発行する本年度（前年分）所得

証明書、または前年分源泉徴収票の写しを添付し、本人であることが確認できるもの（運

転免許証、健康保険証等）を持参してください。 

 代理人が申し込まれる場合には、委任状（本人の印鑑証明書を添付）を提出してくだ

さい。 

 郵送での申し込みは受け付けません。 

 受付後の申し込み区画の変更は認められませんので、希望区画を現地で十分に確認し、

区画番号等記載事項を間違えないよう注意してください。 

 

◆ 申込書の書き方 

 １ 記載例を参考にして、ボールペンで記入してください。 

 ２ 氏名については、戸籍に記載されている氏名を書いてください。 

 ３ 分譲申込書には、氏名を自署するか記名※の場合は押印してください。 

 

 

※「記名」…氏名をパソコンで印刷、またはゴム印など自署以外の方法で記載すること 

 

 

 

３ 

 



◆ 申し込みの無効 

  次の場合には、申し込みが無効となります。 

 １ 申し込み資格がないとき。 

 ２ 申込書に虚偽の記載があったとき。 

 ３ 所定の申込書を使用しなかったとき。 

 ４ 記入漏れや押印が無いとき。 

 

◆ 申込金 

 １ 「分譲申込書」受付の際に申込金の「納入通知書」を発行しますので、申込金の 

１００,０００円を、指定期日までに指定の金融機関に納入してください。 

期限までに納入されなかった場合は、申し込みが無効となります。 

 ２ 納入された申込金は、契約を締結したとき、契約保証金に充当します。 

 

【購入者の決定について】 

◆ 購入者の決定 

  申込金の納入が確認された後、購入者の決定をします。 

  分譲が決定した方には「購入者決定通知書」を交付します。 

 

【契約手続きについて】 

◆ 購入者決定通知後の手続き 

  決定通知後、次のとおり手続きしてください。 

１ 契約説明会 

   本人又は代理人（代理人の場合は委任状持参）に契約説明会に出席していただき、

契約締結の手続きをしていただきます。その際、「住民票抄（謄）本」、「印鑑登録証明

書」、「印鑑（実印）」、「申込金の領収証書」及び契約書に貼付する「収入印紙」を持参

していただきます。 

 ２ 契約保証金の納入 

   契約金額の１０％（千円未満切捨て）から申込金の１０万円を差し引いた額を契約

保証金として納入していただきます。 

また契約保証金に係る「納入通知書」を発行しますので、指定期日までに指定の金

融機関に納入してください。 

   なお、期日までに納入されなかった場合には、契約の意思がないものとみなします。 

３ 土地売買契約の締結 

   契約書は、契約保証金の納入を確認した後、送付いたします。 

   なお、契約締結年月日は契約保証金納入日となります。 

４ 

 



４ 購入者決定後の権利放棄 

   買主の責任で権利を放棄した場合、申込金は返還できません。 

 

【売買代金の支払いについて】 

◆ 売買代金の支払い 

   契約締結後、残金の「納入通知書」を発行します。土地売買代金から契約保証金を

除いた額を、２ヶ月以内に指定の金融機関でお支払いください。 

なお、融資等の条件により残金の支払期日が限定される場合については、本契約前

にお申し出ください。 

   売買代金の全額納入を確認した上で、所有権の移転と土地引渡しを行ないます。 

 

◆ その他の費用 

   所有権移転登記に伴い登録免許税及び登記手数料が必要となります。これら所有権

移転登記に伴う費用は、土地購入者の負担となります。 

 

【売買契約の内容について】 

◆ 売買契約の主な内容 

  契約の解除等 

  契約保証金及び契約残金納入後、買主の責任で契約が解除となった場合、契約保証金

は返還できません。 

 

◆ 共有名義について 

共有にされる方は、申し込み時に共有者持分を申し出てください。売買資金を負担し

ないで共有名義にしたり、負担割合以上の持分を持ったりした場合には、贈与税の対象

になりますので注意してください。（詳しくは所轄税務署に相談してください。） 

 

【分譲条件について】 

◆ 分譲にあたっては、下記条件を遵守していただきます。 

１ 美しい街並みと良好な居住環境をつくり、保全するため、土地の購入に際しては、

「須賀川市虹の台住宅地街なみ協定」を締結し守っていただきます。 

２ 水道は須賀川市上水道に加入し、加入金を納めていただくことになります。 

３ 下水道は宅内ますに接続するだけで使用でき、負担金はかかりません。 

４ テレビ共同受信施設組合に加入していただきます。組合費は年額１０，０００円で

す。 

 

５ 

５ 

 



５ ごみステーションの清掃、維持管理は居住者の方々が行い、道路、公園、緑地施設

などの公益施設については、環境美化に協力していただいております。 

６ 市から土地の引き渡しを受けた後は、土砂の流失防止及び除草など適切な維持管理

を行い、周辺に迷惑とならないよう配慮してください。 

７ ガーデンタウン虹の台の郵便番号は「９６２－０７２８」です。 

８ 区画内の電柱及び支線の撤去、移動は出来ません。 

 

【その他】 

◆ 固定資産税等について 

   土地や建物にかかる固定資産税は、毎年１月１日現在の所有を基準として課税され

ます。詳しくは市役所税務課固定資産税係（℡０２４８－８８－９１２５）にお問い

合わせください。 

 

◆ 不動産取得税について 

  土地の取得に伴い不動産取得税が課税されます。 

詳しくは福島県県中地方振興局県税部（℡０２４－９３５－１２５４）にお問い合

わせください。 
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須賀川市虹の台住宅地街なみ協定の要旨  

 

須賀川市虹の台において、土地購入者が建築するに際し、その指針となるべ

く、また、お互いに協力しながら、美しい街なみと良好な居住環境をつくり、

保全するため、「須賀川市虹の台住宅地街なみ協定」を土地の購入者と須賀川

市が締結する。  

 

１ 建築の指針  

位置  壁面後退  道路・隣地境界まで原則１．５ｍ以上  

構造  

高さ  地盤面から１０ｍ以下  

北側斜線  ―  

用途  
住宅、併用住宅、店舗等  

（第二種低層住居専用地域の用途制限に準ずる） 

建ぺい率  ５０％  

容積率  １００％  

意匠、形態、色彩  調和のとれたもの  

設備等  

汚水  特定環境保全公共下水道宅内ますに接続  

雨水  道路側溝に放流  

広告物  自己用以外の禁止  

２ その他  

敷地  

区画、地盤高  原則として、変更の禁止  

土留擁壁  
高さは、販売時の地盤面まで  

シンボルロードとの境界は築造の禁止  

囲障  生垣またはフェンス 高さ１．５ｍ以内  

車の出入口  歩道、緑道からの車両の出入禁止  

土地の管理  境界線の保持、良好な住環境の維持  

テレビアンテナ  
屋外アンテナの設置禁止  

衛星放送のパラボラアンテナは屋根以外に設置  

 

 

７  

 



須賀川市虹の台住宅地街なみ協定書  

 

須賀川市（以下「甲」という。）と住宅地の所有者       （以下「乙」

という。）とは、須賀川市虹の台住宅地（以下「住宅地」という。）に関して、次

のとおり須賀川市虹の台住宅地街なみ協定（以下「協定」という。）を締結する。  

 

（目的）  

第１条 この協定は、住宅地内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態

及び意匠などに関する基準を定め、福島県博覧会「うつくしま未来博」が開催

された地である当該区域を、美しい街なみと良好な居住環境をつくり、保全し、

「ゆとりある新しいくらし」が実現できる住宅地とすることを目的とする。                      

 

（協定の住宅地）  

第２条 この協定の目的となる住宅地は、別図に表示する区域とする。  

 

（用語の定義）  

第３条 この協定における用語の定義は、建築基準法及び建築基準法施行令（昭

和２５年政令第３３８号）に定めるところによる。  

 

（協定内容の説明）  

第４条 乙は住宅地について、乙以外の者に建物を建築させる場合、又は住宅地

の所有権を移転する場合においては、乙は建物の建築者、土地所有者等にこの

協定内容を説明しなければならない。  

 

（建築物等に関する基準）  

第５条 この住宅地における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態及び意匠な

どは、次の各号に定める基準に適合しなければならない。  

（１）建築物の用途は、住宅、併用住宅及び店舗等（第二種低層住居専用地域の

用途制限に準ずる。）とする。  

（２）建築面積の敷地面積に対する割合（以下「建ぺい率」という。）は１０分  

の５以下とする。  

 

 

８  

 



（３）延べ面積の敷地面積に対する割合（以下「容積率」という。）は、１０分

の１０以下とする。  

（４）建築物の高さは、地盤面から１０メートル以下とする。  

（５）住宅地の区画及び地盤高は変更してはならない。ただし、次に掲げる変更

は除くものとする。  

  ア ２以上の住宅地を併合するとき。この場合の地盤高は、併合する最も高

い地盤高を超えてはならない。  

  イ 庭の庭園、築山に伴う盛土。  

  ウ 車庫・地下室を築造するための形質の変更。  

（６）建築物の外壁、又はこれに代わる柱の面から道路境界及び隣地境界まで

の距離は、原則１．５メートル以上とする。  

（７）シンボルロード（虹の台の幹線道路）との境界には、土留め擁壁を築造

してはならない。  

（８）土留め擁壁を設ける場合は、その高さを住宅地販売時の地盤面までとする。 

（９）建築物の色彩、意匠、形態等は、良好な住宅街にふさわしい調和のとれた

ものとする。  

（10）歩道及び緑道には、車両の出入口を設けてはならない。  

（11）囲障は、風致を守りかつ安全を保つため、生垣又はフェンスとし、地盤面

からの高さは１．５メートルを超えないこと。  

（12）生活雑排水（水洗便所・台所・風呂・洗濯機・洗面所等の排水）は、公

共下水道の宅内ますに接続するものとし、戸別に浄化槽、あるいは汲取槽等

を設置してはならない。  

また、雨水等（樋、敷地、足洗場等の水）については、道路側溝に放流す

ること。  

（13）自己用以外の広告物を設置、又は掲示してはならない。  

（14）土地所有者等は、自己の責任において土地の管理をし、敷地境界線を将

来にわたり確認できるようにして、良好な住環境の維持に努めなければなら

ない。  

（15）テレビの屋外アンテナは設置してはならない。ただし、衛星放送のパラ

ボラアンテナを設置する場合は、屋根面以外の場所とする。  

 

 

 

９  

 



（建築届出書の提出）  

第６条 乙は、住宅地に建築物等の工事を着手する前に、甲あて別紙に定める建

築届出書を提出しなければならない。  

 

（協定違反の場合の措置）  

第７条 前２条の規定に違反した者があったときは、甲は、当該土地の所有者等

に対して、その是正を勧告するものとする。  

 

（その他）  

第８条 協定書に定めのない事項又は疑義を生じたときは、必要に応じ、甲、乙

協議して定める。  

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自

１通を保有する。  

 

      年  月  日  

 

 甲   須賀川市  

      

     代表者 須賀川市長  大寺 正晃  

 

 

 乙   住  所    

 

     共有持分  

     氏  名                       印   

 

 

   住  所                           

 

     共有持分  

     氏  名                       印  
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区域図（第２条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第５条第１号関係） 

第二種低層住居専用地域における建築物の用途制限の概要（建築することができる用途） 

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿  

兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物延べ面積の2分の1未満のもの  

（非住宅部分の用途制限あり）  

店舗等  床面積が150㎡以下（日用品販売店舗、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサ

ービス業用店舗のみ。２階以下  

公共施設・病

院・学校等  

幼稚園、小・中・高等学校  

図書館等  

巡査派出所、一定規模以下の郵便局等  

神社、寺院、教会等  

公衆浴場、診療所、保育所等  

老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等  

600㎡以下の老人福祉センター、600㎡以下の児童厚生施設等  

工場・倉庫等  建築物附属自動車車庫（建築物の延べ面積の１／２以下かつ 600㎡以下 

１階以下）  

パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等で

作業場の床面積が50㎡以下 ２階以下（原動機の制限あり）  

 

 

 

１１  

 



 シンボルロード（第５条第７号関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩道・緑道位置図（第５条第１０号関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡 例 

 歩道・緑道 

 整備予定緑道 

 

 

 

１２  

 



（第６条関係）     建 築 届 出 書  
 

                         年  月  日  

 

須賀川市長  

 

       土地所有者  住 所  

       （建築者）  

              氏 名               

 

須賀川市虹の台住宅地街なみ協定第６条の規定により、次のとおり建築等の

届出をいたします。  

届出の内容  

用   途  

新築 増築 改築 その他（    ）  

専用住宅 併用住宅（   ）業用  その他（   ）  

建 築 場 所 須賀川市虹の台  

上記土地面積                      ㎡  

設 計 者  
住 所  

氏 名  

添付設計図書  
〇配置図      〇平面図     

〇立面図（高さがわかる図）   

 

上記につき審査の結果、街なみ協定に適合していることを認めます。  

 

     年  月  日  

 

             須賀川市長 大寺 正晃  

  

※ 土地所有者は２部提出して下さい。  

 

 

１３  

 



（第６条関係：裏面）  

建 築 届 出 書 確 認 表  

項  目  協 定 基 準  申 請 建 物  ※確認  

敷  地  

 

（配置図）  

区画、地盤高は変更できない。

ただし、２区画以上の併合、庭

園工事等は除く。  

区画    

地盤高   

土留擁壁の構

造  

（配置図）  

高さは、販売時の地盤面までと

する。シンボルロードとの境界

は築造の禁止  

高さ    

ｼﾝﾎﾞﾙﾛｰﾄﾞ  

囲  障  

（配置図）  

生垣またはフェンス。高さ1.5m

以内  

種類  高さ  

     ｍ 

 

外壁の後退距

離（配置図）  

外壁、柱の面から境界まで1.5m

以上  

東    m 南    m 

西    m 北    m 

 

用  途  

（平面図）  

住宅、併用住宅、店舗等（第二

種低層住居専用地域に準ずる。） 

  

建築物の最高高

（立面図）  

地盤面から１０m     m  

建ペイ率  

容積率  

５０％  

１００％  

  ％（建築面積     ㎡） 

  ％（延床面積     ㎡） 

 

意匠、形態、色

彩  

調和のとれたもの    

排水設備  

（配置図）  

汚水は公共下水道宅内ますに接

続。雨水は道路側溝に放流  

汚水    

雨水   

車の出入口  

（配置図）  

歩道、緑道からの出入禁止    

テレビアンテナ  

 

屋外アンテナの設置禁止。  

衛星放送パラボラアンテナは屋

根以外に設置  

  

その他  

（配置図）  

屋外広告物は自己用以外禁止。  

境界線の保持  

広告物の用途・大きさ  

 

 

 

境界線   

※ は記入しないこと。  

１４  

 



（第６条関係：裏面）＜記載例＞ 

建 築 届 出 書 確 認 表  

項  目  協 定 基 準  申 請 建 物  ※確認  

敷  地  

 

（配置図）  

区画、地盤高は変更できない。

ただし、２区画以上の併合、庭

園工事等は除く。  

区画  変更なし 
 

地盤高  変更なし  

土留擁壁の構

造  

（配置図）  

高さは、販売時の地盤面までと

する。シンボルロードとの境界

は築造の禁止  

高さ  地盤高まで 
 

ｼﾝﾎﾞﾙﾛｰﾄﾞ 築造なし 

囲  障  

（配置図）  

生垣またはフェンス。高さ1.5m

以内  

種類  

 生垣 

高さ  

１ .３ ｍ 

 

外壁の後退距

離（配置図）  

外壁、柱の面から境界まで1.5m

以上  

東 ２   m 南 ５   m 

西  １.５ m 北  １.５ m 

 

用  途  

（平面図）  

住宅、併用住宅、店舗等（第二

種低層住居専用地域に準ずる。） 

住宅  

建築物の最高高

（立面図）  

地盤面から１０m   ７ m  

建ペイ率  

容積率  

５０％  

１００％  

５０％（建築面積１５０㎡） 

８０％（延床面積２５５㎡） 

 

意匠、形態、色

彩  

調和のとれたもの  基準内である  

排水設備  

（配置図）  

汚水は公共下水道宅内ますに接

続。雨水は道路側溝に放流  

汚水  下水道ますに接続  

雨水  道路側溝に放流 

車の出入口  

（配置図）  

歩道、緑道からの出入禁止  基準のとおり  

テレビアンテナ  

 

屋外アンテナの設置禁止。  

衛星放送パラボラアンテナは屋

根以外に設置  

基準のとおり  

その他  

（配置図）  

屋外広告物は自己用以外禁止。  

境界線の保持  

広告物の用途・大きさ  

案内看板「書道教室」 

１ｍ×０.５ｍ×１ｍ 

 

境界線  保持 

※ は記入しないこと。
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分 譲 申 込 書 
                令和   年   月   日   

須賀川市長 

虹の台住宅地分譲の条件及び手続きを了承のうえ、下記のとおり宅地の分譲を申し込みます。 

記 

申 

込 

者 

氏名                 年齢  

住所 

    －      

 

              TEL  

勤務先 
名 

称 
 

所 

在 

    －      

 

  TEL  

同

居

予

定

者 

氏名 続柄 年齢 職業 年収（万円：税込） 所得の種類 備考 

       

       

       

       

       

住宅建築の予定時期 令和  年  月 入居予定 令和  年  月 

○申し込み区画 

須賀川市 

虹の台 
 

 
 

 
  

 分譲価格              円  

○共有名義とする場合は 

 共有者名         持分  

 

 

※注意事項 

「購入者決定通知書」交付後、申込辞退され

た場合は、申込金は返還できませんのでご注

意ください。 

〇資金調達方法 

  自 己 資 金：        万円  

  借 入 金：        万円  

  合 計：        万円  

〇ガーデンタウン虹の台を何で知りましたか。 

①新聞広告 

②広報すかがわ 

③友人、知人から 

④その他（               ） 

 

 
受付印 

 

〔添付書類〕本年度（前年分）所得証明書、又は前年分源泉徴収票の写し 

〔持参書類〕運転免許証又は健康保険証など、本人であることが確認できるもの 

【注】代理人が申し込むときは、委任状と申込者の印鑑証明書を提出してください。 

受付番号 

 

区画Ｎｏ． 

 

１６ 

 

 



<記載例> 

 

 

  分 譲 申 込 書 
令和 ２ 年 ４ 月 １ 日   

須賀川市長 

虹の台住宅地分譲の条件及び手続きを了承のうえ、下記のとおり宅地の分譲を申し込みます。 

記 

申 

込 

者 

氏名  須賀川 Ａ男         年齢 ４０ 

住所 

 ９ ６ ２ － ８ ６ ０ １  

須賀川市八幡町１３５ 

              TEL ０２４８－８８－９１４５ 

勤務先 
名 

称 
須賀川市役所 

所 

在 

 ９ ６ ２ － ８ ６ ０ １  

須賀川市八幡町１３５ 

  TEL ０２４８－８８－９１４５ 

同

居

予

定

者 

氏名 続柄 年齢 職業 年収（万円：税込） 所得の種類 備考 

須賀川 Ａ男 本人 ４０ 公務員 ４００ 給与  

    Ｂ子 妻 ３８ 会社員 ２５０ 給与  

    Ｃ男 子 １２ 中学生 ０   

    Ｄ子 子 １０ 小学生 ０   

    Ｅ子 母 ６５ 無職 ６０ 年金  

住宅建築の予定時期 令和２年７月 入居予定 令和２年７月 

○申し込み区画 

須賀川市 

虹の台 
５０ 

 
１２ 

  

 分譲価格  １０，０００，０００  円  

○共有名義とする場合は 

 共有者名 須賀川Ｂ子  持分 １／２ 

 

 

※注意事項 

「購入者決定通知書」交付後、申込辞退され

た場合は、申込金は返還できませんのでご注

意ください。 

〇資金調達方法 

  自己資金：    ３００ 万円  

  借入 金：    ７００ 万円  

  合 計：  １，０００ 万円  

〇ガーデンタウン虹の台を何で知りましたか。 

①新聞広告 

②広報すかがわ 

③友人、知人から 

④その他（ ハウスメーカーからの紹介） 

 

 
受付印 

 

〔添付書類〕本年度（前年分）所得証明書、又は前年分源泉徴収票の写し 

〔持参書類〕運転免許証又は健康保険証など、本人であることが確認できるもの 

【注】代理人が申し込むときは、委任状と申込者の印鑑証明書を提出してください。 

受付番号 

 

１７ 

 

区画Ｎｏ． 

 ６０ 



実印      実印 

 

土地売買契約書 
１ 売買物件 

土地の所在 地目 地積（㎡） 適  要 

須賀川市虹の台   番 宅地  区画番号  

 

２ 売買代金 

売 買 代 金 ￥         円 

契約保証金 本契約締結日までに  ￥        円 

残 代 金 本物件引渡時までに  ￥        円 

※ 契約保証金は、売買代金の１割とする。 

 

 譲渡人 須賀川市（以下「甲」という。）と譲受人              （以下

「乙」という。）とは、甲が所有する土地について、右記以下に記載する契約条項により、

土地売買契約を締結した。 

 この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ各自その１通

を保有する。 

 

      年  月  日 

 甲（譲渡人） 須賀川市 

     代表者 須賀川市長  大寺 正晃 

 

 乙（譲受人） 住  所                      

        共有持分   

        氏  名                    印 

 

        住  所                      

        共有持分   

        氏  名                    印 

 （信義誠実の義務） 

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。  

 

（売買物件及び売買代金） 

第２条 売買物件及び売買代金は、頭書のとおりとする。 

 

（契約保証金） 

第３条 乙は、頭書の契約保証金を、甲が発行する納入通知書により、甲の指定する日ま

でに、甲に納入しなければならない。 

 

（売買代金の支払い） 

第４条 乙は、頭書の売買代金を、甲が発行する納入通知書により、本契約締結の日から

２ヶ月以内に支払うものとする。この場合において、前条の契約保証金は、売買代金の

一部に充当するものとする。 

 

（所有権の移転） 

第５条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納したときに乙に移転する。  

 

（売買物件の引渡） 

第６条 甲は、前条の定めにより売買物件の所有権が乙に移転したときに、現状有姿のま

ま引き渡し、乙は売買物件の受領書を甲に提出するものとする。 

 

（所有権移転登記） 

第７条 乙は、第５条の定めにより売買物件の所有権が移転したときは、すみやかに登記

手続きを行うものとする。 

２ 前項の所有権移転登記に要する登録免許税その他の費用はすべて乙の負担とする。 

 

（契約不適合） 

第８条 甲は、土地の引渡日から起算して２年間土地の造成工事上契約不適合があったと

きは、責任をもって対処するものとする。ただし、天災地変、不可抗力等甲の責めに帰

すことのできない事由による場合は、この限りではない。 

２ 甲は、乙が甲の承諾なくして前項の補修を行ったときの費用等については、一切の賠

償責任は負わない。 

１８ 

収入 

印紙 



（用途） 

第９条 乙は、建築するに際し須賀川市虹の台住宅地街なみ協定（以下「協定」という。）

に定める内容を遵守しなければならない。 

２ 乙は、所有権移転の日から前項の協定第６条に定める建築届出書を甲に提出したのち、

住宅等の建築に着手できるものとする。 

 

（契約の解除） 

第10条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができ

る。 

 

（返還金及び違約金等） 

第11条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。

ただし、当該返還金には、利子を付さないものとする。 

２ 甲は、解除権を行使したときは、乙が負担した契約の費用は返還しない。  

３ 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の

費用は返還しない。 

４ 甲が解除権を行使したときは、乙は売買代金の１割を違約金として支払わなければなら

ない。 

 

（原状回復義務） 

第12条 乙は、甲が第11条解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原

状に回復して返還しなければならない。 

２ 乙は、前項の場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、その損害賠償と

して契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。 

３ 乙は、第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日

までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 

 

（損害賠償） 

第13条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害賠

償を請求できる。 

２ 前項の甲の受ける損害額は、甲が算定するものとする。 

 

 （返還金の相殺） 

第14条 甲は、第12条第１項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が前条に

定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一

部と相殺する。 

 

（契約の費用） 

第15条 本契約の締結及び履行に関して必要な費用は、すべて乙の負担とする。 

 

（管轄裁判所） 

第16条 本契約から生じる権利義務に関し争いを生じたときは、福島地方裁判所郡山支部

を第１審の管轄裁判所とする。 

 

（疑義の決定） 

第17条 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議の上決定する。 

 

 

 

 

１９ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 
 

須賀川市役所 行政管理課 
〒962-8601 須賀川市八幡町１３５番地 

TEL：０２４８－８８－９１２２（直通） 

  FAX：０２４８－７３－４１６０ 

https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/ 


